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平成２２年７月２１日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成２１年（行ケ）第１０２７１号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成２２年６月３０日

           判    決

          原       告   株 式 会 社 ス ズ デ ン

            同訴訟代理人弁理士   田   辺   敏   郎

                        田   辺       恵

          被       告   ジ ェ フ コ ム 株 式 会 社

            同訴訟代理人弁護士   辻   本   希 世 士

                      笠   鳥   智   敬

                      松   田   さ と み

                      辻   本   良   知

          同訴訟代理人弁理士   辻   本   一   義

                      神   吉       出

                      上   野   康   成

                      森   田   拓   生

主    文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

            事実及び理由

第１ 請求

特許庁が無効２００９－８０００４８号事件について平成２１年８月３日にした

審決を取り消す。

第２ 事案の概要

本件は，原告が，下記１のとおりの手続において，原告の本件特許に対する被告

の特許無効審判の請求について，特許庁が，本件発明の要旨を下記２のとおり認定
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した上で，本件特許を無効とした別紙審決書（写し）記載の本件審決（その理由の

要旨は下記３のとおり）には，下記４の取消事由があると主張して，その取消しを

求める事案である。

１ 特許庁における手続の経緯

(1) 本件特許（甲１０）

発明の名称：「工事用防水型ソケットの製造方法」

出願日：平成４年１１月１８日

登録日：平成１０年４月１７日

特許番号：第２７６９６６３号

(2) 審判手続及び本件審決

審判請求日：平成２１年２月２３日（甲１１。無効２００９－８０００４８号）

審決日：平成２１年８月３日

審決の結論：「特許第２７６９６６３号の請求項１に係る発明についての特許を

無効とする。」

審決謄本送達日：平成２１年８月１３日（原告に対する送達日）

２ 本件発明の要旨

本件審決が判断の対象とした本件発明は，本件明細書の特許請求の範囲の請求項

１に記載された発明であって，その要旨は，次のとおりである。

電球の口金と係合する金属製のソケット本体に絶縁ケーブルの電線を接続すると

ともに，前記ソケット本体外周と絶縁ケーブルを耐熱合成樹脂材にて射出成形によ

り一体的に隙間なく密着して被覆して外装体を形成し，前記ソケット本体と電線の

接続個所を前記耐熱合成樹脂材にて成形固定したことを特徴とする工事用防水型ソ

ケットの製造方法

３ 本件審決の理由の要旨

(1) 本件審決の理由は，要するに，本件発明は，下記アの引用例に記載された

発明（以下「引用発明」という。）及び下記イ及びウの周知例１及び２に記載され
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た周知技術（以下，順に「周知技術１」，「周知技術２」という。）に基づいて，

当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件発明に係る特許は，

特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり，同法１２３条１項２号の規

定により無効にすべきものである，というものである。

ア 引用例：米国特許第２２６５３６０号明細書（頒布日：昭和１６年（１９４

１年）１２月９日。甲１）

イ 周知例１：特開平３－２１１０２０号公報（甲３）

ウ 周知例２：特開平２－２９１６８９号公報（甲４）

(2) なお，本件審決が認定した引用発明並びに本件発明と引用発明との一致点

及び相違点は，次のとおりである。

ア 引用発明：電球の螺子が形成された端部を受けるようにされた内面に螺子が

形成された金属製の環と，環の内端における環部材は，内方に曲がってフランジを

構成し，さらに，フランジの端から延びる，下向きの細い刺通端子を構成しており，

上記刺通端子は絶縁された導電ケーブルの絶縁体及びケーブルより線を完全に貫通

し，環，フランジ，刺通端子及び導電ケーブルの絶縁体の近接部分の周りに，ベー

クライト等の絶縁樹脂材料をモールドして，鞘とすることで，フランジ，刺通端子

及び導電ケーブルの周囲にモールドされて，堅固な絶縁部品として鞘のすべての部

品を保持し，容易かつ安価に製造でき，ぐらぐらした部品や露出した電気接続部分

のない，安全で，信頼でき，非常に丈夫で安価な，特にクリスマスツリーに好適な，

電球のソケットの製造方法

イ 一致点：電球の口金と係合する金属製のソケット本体に絶縁ケーブルの電線

を接続するとともに，前記ソケット本体外周と絶縁ケーブルを合成樹脂材にて成形

により被覆して外装体を形成し，前記ソケット本体と電線の接続個所を前記合成樹

脂材にて成形したソケットの製造方法

ウ 相違点

(ア) 相違点１：「合成樹脂材」に関して，本件発明が「耐熱合成樹脂材」であ
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るのに対して，引用発明は「ベークライト等の絶縁樹脂材料」である点

(イ) 相違点２：外装体の形成に関し，本件発明が「ソケット本体外周と絶縁ケ

ーブルを」，「合成樹脂材にて射出成形により一体的に隙間なく密着して被覆して

外装体を形成し，ソケット本体と電線の接続個所を」，「合成樹脂材にて成形固定

した」ものであるのに対して，引用発明は，「環，フランジ，刺通端子及びケーブ

ルの絶縁体の近接部分の周りに，ベークライト等の絶縁樹脂材料をモールドして，

鞘とする」とともに「フランジ，刺通端子及び導電ケーブルの周囲にモールドさ

れ」るものの，射出成形ではなく，ソケット本体外周と絶縁ケーブルを一体的に隙

間なく密着し，ソケット本体と電線の接続個所を成形固定したものか否か不明であ

る点

(ウ) 相違点３：ソケットに関し，本件発明が「工事用防水型ソケット」である

のに対して，引用発明は「特にクリスマスツリーに好適な，電球のソケット」であ

る点

４ 取消事由

(1) 一致点の認定の誤り（取消事由１）

(2) 進歩性についての判断の誤り（取消事由２）

第３ 当事者の主張

１ 取消事由１（一致点の認定の誤り）について

〔原告の主張〕

(1) 「金属製のソケット本体」について

ア 本件審決は，その構成・機能から，引用発明の「環」，「フランジ」，「刺

通端子」は一体であって，本件発明の「金属製のソケット本体」に相当するとする。

しかしながら，引用発明の上記各部材は，電球に対して送電する役割を有するが，

これらをシェル（鞘）が覆うことにより，ぐらぐらと動くことなく固定するもので

あるから，一体とはいえず，本件発明の「金属製ソケット本体」には相当しない。

イ 被告は，本件明細書には，「ソケット本体」について具体的な構成が記載さ
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れていないから，引用発明の「環」等が連結された部材も，「ソケット本体」に相

当するなどと主張する。

しかしながら，引用発明における環，フランジ，刺通端子の各部品はそれぞれ別

個の部品であり，刺通端子をケーブルに差し込んで電気接続部を形成し，その周り

をシェルで覆うことにより固定される導電機構である。

引用発明のようなクリスマスツリー等の装飾に用いられる電球への導電電圧は，

通常４Ｖないし１２Ｖ程度の電圧であり（甲２５），個別の部品から形成され，端

子をケーブルに差し込む構造の導電機構でも十分であるが，工事現場照明用電球へ

の導電電圧は２００Ｖないし６００Ｖであって（甲２１），このような電球のため

のソケットは，本件発明のような１つのソケット本体からなるものである。

もとより，被告が指摘するように，工事用電球においても，例えばいわゆるスズ

ラン灯のように，１１０Ｖ/２０Ｗないし１００Ｗの電球を接続することもあるが，

それは電球の１例にすぎないのであって，１１０Ｖ以上の電球が接続されることも

あり，耐電圧６００Ｖの基準を充足する設計とされているのである。

工事用電球のソケットは，道路照明用，船舶用等，特殊条件下における使用が前

提となる場合には，特別な構造が要求されており，電飾用等のランプ用のソケット

と工事用電球のソケットとは，ＪＩＳ適合試験において区別されているから，技術

面においても区別されるべきである（甲２６）。同様に，工事用電球のソケットは，

電気用品の技術上の基準を定める省令に基づく各種試験を行う必要もある（甲２７，

２８）。

このように，本件発明が対象とする工事用防水型ソケットは，耐熱性や耐腐食性

等の試験の基準を満たす必要があり，また，実際の使用において高度な耐熱性，防

水性が求められるから，引用発明のクリスマスツリー等用の小型の装飾用ソケット

とでは，使用状態が異なることから，構造面，技術面で区別されるものである。

したがって，引用発明のような個別の部品をシェル（鞘）で覆って固定される導

電機構は，本件発明のソケット本体に相当しない。



6

(2) 引用発明の接続状態

本件審決は，引用発明においても，本件発明の「金属製のソケット本体に絶縁ケ

ーブルの電線を接続する」接続状態が認められるとする。

しかしながら，引用発明は，環，フランジを刺通端子を介してケーブルに貫通し

た接続状態であるのに対し，本件発明は，金属製のソケット本体に絶縁ケーブルを

接続する接続態様であるから，両発明の接続態様は異なるものである。

〔被告の主張〕

(1) 「金属製のソケット本体」について

ア 引用発明における「環」，「フランジ」，「刺通端子」は，いずれも金属製

で，全体が電気的に連絡した導電部材であるソケット本体の構成部分となっており，

本件審決は，これらがソケット本体を構成するものとして構成・機能的に一体であ

るから，本件発明における「金属製のソケット本体」に相当すると認定したもので

ある。

また，本件発明における「ソケット本体」は，特許請求の範囲及び本件明細書の

記載に原告の主張するような限定的に解釈すべき記載がないことからすれば，シェ

ル（鞘）に覆われなければぐらぐらするような複数の部品を連結して構成されたも

のでも，その技術的範囲から排除されていないことは明らかである。

イ 原告は，工事用電球と装飾用電球の導電電圧の違いを強調するが，原告が引

用する書証（甲２１）における「ＶＣＴ（６００Ｖ）」は，「ビニルキャブタイヤ

ケーブル，耐電圧６００Ｖ」を意味するにすぎず，個々の電球への導電電圧が６０

０Ｖというわけではない。また，同文献には，「スズラン灯」のように，工事用電

球でも１１０Ｖ程度のものも記載されている。

したがって，工事用電球用のソケットと装飾用電球のソケットとの間には，技術

面で格別の差は存在しないものである。

(2) 引用発明の接続形態

引用発明において，ケーブルを貫通した刺通端子とケーブル内の電線は電気的に
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接続されているのであるから，かかる接続形態は，本件発明の「ソケット本体に絶

縁ケーブルの電線を接続する」形態と同様である。

本件発明における接続形態については，本件明細書の発明の詳細な説明に，ソケ

ット本体に絶縁ケーブルの電線をスポット溶接若しくはハンダ付けした実施例

（【００１２】，図２）が記載されているが，特許請求の範囲は，単に「ソケット

本体に絶縁ケーブルの電線を接続する」と記載されているだけであり，上記実施例

の構成に限定されるものではない。

したがって，本件発明と引用発明とにおける接続形態は，同一であるというべき

である。

２ 取消事由２（進歩性についての判断の誤り）について

〔原告の主張〕

(1) 相違点１についての判断

「ベークライト」が熱硬化性樹脂であり，従来，電球のソケットに用いられてい

たことは争わない。

しかしながら，本件発明の耐熱合成樹脂材は，ベークライトに限られるものでは

なく，ベークライトが本件発明と同様の耐熱性を有するものといえるかについては

不明である。

また，耐熱性合成樹脂材の選択は，そのソケットが，装飾用電球用であるか，小

型の電球用（引用発明）であるか，工事用の電球用（本件発明）であるか等，電球

の種類や用途，ソケットの製造方法によって異なるものであるから，当業者が適宜

なし得る設計的事項であるとした本件審決の判断は誤りである。

(2) 相違点２についての判断

ア 本件審決は，引用発明について，環の外側とともに，接続個所である刺通端

子及びケーブルの絶縁体の近接部分の周りにおいても，絶縁樹脂材料を隙間なく密

着してモールドするものといえるものであり，一体的に隙間なく密着して被覆させ

ることも当業者が通常なす成形方法であるといえるとするが，その判断は誤りであ
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る。

本件審決は，まず，引用発明の特許公報（甲１）１頁左欄の「A shell of 

insulating material is molded around the ferrule, prongs and cables and 

holds all parts of the husk in firm dielectric assembly.」の記載について，

「絶縁材料の被覆は，フランジ，刺通端子，及びケーブルの周囲に成型されており，

堅固な絶縁部品として鞘のすべての部品を保持している」と訳したが，当該部分は

「絶縁性材料製のシェル（甲１の訳文における「鞘」に相当）が，フェルール（同

「環」に相当），プロング（同「刺通端子」に相当）及びケーブル周囲で成形され，

シェルのすべての部品を安定した誘電アセンブリ中で保持する」と訳すべきである。

引用発明における「firm」という語は，本件発明の「一体的に隙間なく密着して

被覆して」と同じ意味において堅固とはいえず，「firm dielectric assembly」は，

固定された誘電性の組立て部品を意味するから，引用発明は，絶縁樹脂材料からな

る鞘が環の外側と挿通端子及びケーブルの絶縁体の周りを「隙間なく密着してモー

ルドした」ものとは認められない。

イ 引用発明において，刺通端子は，ケーブルの絶縁体及びケーブルより線を直

径方向にそれぞれ通過し，刺通端子の端部位は，鋭利形状になっており，これによ

り同ケーブルを貫通する構成であることから，刺通端子を貫通させてその周囲を覆

うという手間がかかり，本件発明と異なり，容易に製造することはできない。

また，引用発明の構成は，ぐらぐらした取り付け態様であり，刺通端子の貫通部

分においては電気接続部分が露出しているか，露出する可能性が高いところ，これ

を，鞘をモールドすることによりぐらぐらせず，電気接続部分が露出しない程度に

覆って形成したものである。

しかも，引用発明の出願時には，熱硬化性樹脂の射出成形技術が存在しなかった

から，引用発明における「モールド」とは，単に「成形した」，「形作った」程度

の意味を有するにすぎない。

したがって，引用発明は，ソケット外周と絶縁ケーブルとを一体的に隙間なく密
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着して被覆して外装体を形成したとの構成は全く表されておらず，本件発明のよう

にソケット本体外周と絶縁ケーブルを耐熱合成樹脂にて射出成形により一体的に隙

間なく密着して被覆して外装体を形成し，ソケット本体と電線の接続個所を耐熱合

成樹脂にて成形固定したものではない。

被告は，引用例に「隙間なく密着して」という文言はないとしても，射出成形技

術のない時代においても，成形品内部に隙間が生じないようにモールドすることは，

多少の技術的な困難性はあったにせよ，不可能ではなく，また，本件発明の出願時

には，熱硬化性樹脂の射出成形技術は周知となっていたのであるから，引用発明に

射出成形技術を適用することについての阻害要因は存在しないなどと主張する。

しかしながら，樹脂を流動化させてこれを射出する射出成形は，多くの成形法の

中で，寸法精度や計画どおりの外観が得られる点で，最も優れた成形法であり，本

件発明は，この射出成形によりソケット本体外周と絶縁ケーブルを耐熱性合成樹脂

にて一体的に隙間なく密着して被覆して外装体を形成するものである。

他方，引用発明など，従来のソケットの成形に用いられていた圧縮成形は，加圧

方向に対する寸法精度に乏しく（甲２３），また，その他の成形方法も射出成形ほ

どには寸法精度を出すことはできない。

したがって，射出成形以外のモールドによっても同様の効果を得ることはできる

という被告の主張は誤りである。

また，工事用照明用ソケットのような耐熱電気部品を製造しようとする者にとっ

て，耐熱性樹脂材の多くが含まれる熱硬化性樹脂を選択し，圧縮成形を用いること

が最も簡単かつ当然の手法であった。もっとも，熱硬化性樹脂の圧縮成形には，加

圧の不均一による充填不足や，内部ひずみによる割れが起きやすい，寸法精度が出

しにくいという欠点があり，隙間が生じることも避けられない。

引用発明が前提とする装飾用ソケットは，乱暴に取り扱われることはなく，防水

性，防塵性も要求されないから，圧縮成形によるものでも特に問題はない。

さらに，本件特許の出願時に射出成形技術が公知であったとしても，粉体状の樹
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脂に一度流動性を持たせてから型に入れ射出するという２段階の手法を採る煩雑な

熱硬化性樹脂の射出成形をソケットに用いることはなく，現実に工事用防水型ソケ

ットに射出成形を適用したものは案出されてこなかった。しかも，電球が発する高

熱に対する耐性が必要とされる部分に熱可塑性樹脂を好んで用いるということもな

かった（甲８，２３）。

本件発明以前の工事用防水型ソケットの成形技術の常識からすれば，そもそも取

り扱われる分野の異なる引用発明に，ソケットの成形には通常用いられない射出成

形技術を適用することは容易ではなく，本件発明は引用発明から容易に想到し得る

ものではない。

したがって，本件発明の出願時に，熱硬化性樹脂の射出成形技術が周知となって

いたとしても，引用発明に射出成形技術を適用することには困難性があり，本件発

明は，引用発明に射出成形を組み合わせることにより，容易に想到できるものでは

ない。

ウ 本件審決は，引用発明に，射出成形法に係る周知技術２を適用するが，周知

例２に記載の板ばね一体型電源用高電圧コネクタは，工事用防水型ソケットのよう

な強度性，防水性，防塵性はほとんど必要のない電気製品であり，本件発明とは全

く異なる分野の電気製品である。また，周知技術２は，接続部分に相当する部分を

射出成形したとはいえず，本件発明とは構成自体が異なるのみならず，その作用及

び機能も全く共通しない。

したがって，周知技術２を，引用発明に組み合わせることは容易ではない。

エ 本件発明は，工事用防水型ソケットの製造方法であるところ，工事用防水型

ソケットは，工事用ランプの熱に耐え得る強度が要求されることは当然として，さ

らに，例えば，夜間道路工事，トンネル内のボウリング作業等において，乱暴に取

り扱われることも十分予想されることから，劣悪な環境下においてソケットが劣化，

破損して通電部分が露出して感電が生じたり，劣化，破損部分やソケット本体と外

装体との間にできた隙間から雨水等が進入して，漏電や発火が生じることを防止す
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る必要がある。

したがって，工事用防水型ソケットに要求される強度は，引用発明のような装飾

用，小型電球用のソケットに要求される強度と比較して，圧倒的に高いものである。

そして，ソケットの強度と防水性の向上については，密接な関連性があることか

ら，本件発明は，ソケット本体と電線の接続個所を耐熱合成樹脂材にて成形固定し

たことにより，ぐらぐらした部品や露出した電気接続部分のないというレベルを超

えたソケット及びケーブルと外装体との密接な親和性が得られるのである。

したがって，本件審決が，小型電球用ソケットを前提とする引用発明の，「ぐら

ぐらした部品や露出した電気接続部分のない」，「安全で，信頼でき，非常に丈夫

で安価な」等の記載を参酌して，引用発明が，接続個所である刺通端子及びケーブ

ルの絶縁体の近接部分の周りにおいても，絶縁樹脂材料を隙間なく密着してモール

ドするものといえると判断したことは誤りである。

オ 本件審決は，電球のソケットにおいて，雨水に対する絶縁性と耐水性が要求

されることは，当業者が通常考慮することであって，引用発明においても，防水性

を考慮しつつ鞘をモールドする場合，隙間なく密着させて被覆することは，当業者

にとって格別の困難性を要することなくなし得たことであるとする。

しかしながら，先に指摘したとおり，劣悪な環境下において酷使される工事用防

水型ソケットにおいて，防水性の向上は非常に重要な事項であり，本件審決が想定

する豆電球が剥きだしの状態の装飾豆ランプ（甲１８）や，装飾用として使用され

る屋外電灯のソケット（甲２）とは，その前提が異なるものである。だからこそ，

電気機械器具の防水性に等級が設けられているものである（甲２０）。

また，本件審決が指摘する周知技術１及び２は，いずれも技術分野の関連性も解

決する課題の共通性もなく，本件発明のように，乱暴に取り扱われた場合にも，十

分な耐久性，耐衝撃性，防水性，防塵性を得ることを解決課題とする示唆もなく，

ソケットに特有の機能のために射出成形を用いることの示唆はない。しかも，引用

発明には，防塵性，耐塵性の観点が全くない。
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したがって，本件審決の上記判断，防塵性，耐塵性は，成形固定が射出成形によ

り行われることを根拠とするものであり，当業者が予測できるものにすぎないとす

る被告の主張は，いずれも誤りである。

(3) 相違点３についての判断

ア 引用発明の用途について

本件審決が指摘するとおり，引用例には，引用発明に係る電球のソケットの用途

は，クリスマスツリーに限定されないとの記載はあるが，その他の具体的用途につ

いては明らかにされていない。クリスマスツリー用電球のソケットが，屋外での使

用を前提として，防水性についても考慮されているとしても，工事用防水型ソケッ

トにおける防水性とは，その程度が異なることは先に指摘したとおりである。

また，工事用防水型ソケットは，長くても数週間の間，屋内や軒先等の安定した

環境下で用いられ，４Ｖないし１２Ｖ程度の装飾用の電球を接合すればよいクリス

マスツリー等の装飾用ソケットとは，求められる防水性，強度はおのずから異なる。

したがって，引用発明を工事用防水型ソケットに適用することが容易想到である

とした本件審決の判断は誤りである。

イ 引用発明に係るソケットの強度について

本件審決は，引用発明が，環，フランジ，刺通端子及びケーブルの絶縁体の近接

部分の周りをモールドすることにより，安全で，非常に丈夫なソケットを，容易か

つ安価に製造するものであって，電気的接続部分を含めて機械的強度を向上するも

のといえるとする。

しかしながら，引用発明の，「堅固な絶縁部品として鞘のすべての部品を保持

し」は，先に指摘したとおり，「上記鞘のすべての部品を安定した誘電アセンブリ

中で保持する」程度の意味を有するにすぎず，引用発明に記載のない機械的強度に

ついて，「電気的接続部分を含めて機械的強度を向上するものといえる」と判断す

ることはできない。

ウ 周知技術１及び２の技術分野について
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周知技術１は，電気部品の樹脂成形金型に係る発明であり，電子回路素子の射出

成形が記載されているのみである。周知技術２も，本件発明とはその構成が異なり，

そもそも防水性を考慮した発明ではないから，引用発明に甲３および甲４を適用す

ることについて，当業者が容易に想到し得たものということはできない。

〔被告の主張〕

(1) 相違点１についての判断

ベークライトが耐熱性合成樹脂の一種であることは明らかであり，また，本件特

許の特許請求の範囲には，耐熱合成樹脂材の種類や耐熱性を特定する記載はなく，

本件発明の技術的範囲からベークライトを除外していない。

相違点１は，本件発明の「耐熱合成樹脂材」が，本件明細書の記載から「ＦＲＰ

（繊維強化プラスチック）」を含む概念であると認められるのに対し，引用発明の

「ベークライト等の絶縁樹脂材料」は，ＦＲＰを含むか否か明示されていないこと

から，相違点とされたものである。

しかし，「ベークライト等の絶縁樹脂材料」は，「耐熱合成樹脂材」と同質ない

しその下位概念であるから，この点において本件発明と引用発明とに実質的な相違

はなく，単なる設計事項にすぎないものである。

(2) 相違点２についての判断

ア 引用発明の英訳について

原告は，本件審決における引用発明の英文の和訳の誤りを指摘するが，「firm」

は「堅固な」との，「dielectric」は「誘電性の，不伝導性の，絶縁の」との，

「assembly」は「組立部品」との意味を有する（乙１）から，「firm dielectric 

assembly」は，「堅固な絶縁部品」の意味を有するものである。

また，引用発明の特許公報の図２には，絶縁体であるベークライトで成形された

シェル（鞘）に部品が堅固に保持された状態が明示されているものである。

イ 「隙間なく密着してモールドする」構成

原告は，引用発明が，絶縁樹脂材料を隙間なく密着してモールドするものといえ
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るとした本件審決の判断は誤りであると主張する。

しかしながら，引用発明の図２には，絶縁樹脂材料からなる鞘が環の外側と刺通

端子及びケーブルの絶縁体の周りを隙間なく覆っている状態が図示されており，絶

縁樹脂材料を隙間なく密着してモールドされたものと認めることができる。

また，引用発明には，「隙間なく密着して」との文言はないとしても，一般的に，

樹脂成形品内部に生じる隙間（空隙）は成形不良とされるものであり，樹脂材料を

モールドする際，意図的に隙間を生じさせることは通常考えられない。射出成形技

術のない時代においても，成形品内部に隙間が生じないようにモールドすることは，

多少の技術的な困難性はあったにせよ不可能なことではなく，また，本件発明の出

願時には，熱硬化性樹脂の射出成形技術は周知となっていたのであるから，引用発

明に射出成形技術を適用することについての阻害要因は存在しない。

ウ 周知技術２を引用発明に適用することについて

周知例１の第１図ないし第６図によると，板ばねと高電圧電線との間の接続箇所

を合成樹脂の射出成形により成形固定していることは明らかである。

したがって，周知技術２を引用発明に適用することは容易である。

エ 原告主張の効果について

原告は，本件発明が，ぐらぐらした部品や露出した電気接続部分がないだけでは

なく，ソケット及びケーブルと外装体との密接な親和性が得られるものであるとし

て，本件審決が，一体に隙間なく密着して被覆させることも当業者が通常なす成形

方法であるといえるとする判断は誤りであると主張する。

しかしながら，原告が主張する効果は，成形固定が射出成形により行われている

ことに基づくものであり，仮にかかる効果が認められるとしても，それは射出成形

以外のモールドによっても同様の効果を得ることは不可能ではなく，また，射出成

形技術自体は周知であって，引用発明に射出成形技術を適用することについての阻

害要因は存在しないから，当該効果は当業者が予測できるものにすぎない。

オ 防水性について
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原告は，工事用防水型ソケットと電飾用電球用ソケットとの違いを強調し，本件

発明は，工事用防水型ソケットに必要な強度性と防水性が向上し，同時に製作が容

易であるという効果も生じるとして，本件審決が，防水性を考慮しつつ引用発明の

鞘をモールドする場合，隙間なく密着させて被覆することは，当業者にとって格別

困難性を要することなくなし得たとする判断は誤りであると主張する。

しかしながら，屋外催事場において使用される電灯照明用ソケットに関する発明

（甲７）においても，「雨水に曝されることの多い道路工事や建築工事等の作業現

場または屋外催事場，あるいは多量の水を扱う工場や施設等，その電灯照明に防水

対策を必要とする場所は多い」との課題が指摘されているように，防水対策がなさ

れた電灯照明用ソケットは，工事用，屋外催事場における装飾用のいずれにも使用

されるのであるから，工事用防水型ソケットと，屋外に設置され得るクリスマスツ

リー用等の装飾用ソケットとの間に，防水技術面での明確な区別はない。

また，原告主張の効果は，成形固定が射出成形により行われていることに基づく

ものであって，当業者が予測できるものにすぎない。

原告は，工事用防水型ソケットに求められる防水性は高ければ高いほどよく，ク

リスマスツリー用のソケットはそれより低い防水性でも十分であると主張するが，

防水性の程度が高いほどよいことは，装飾用ソケットでも同じであるから，引用発

明において，高い防水性が得られるように，鞘を隙間なく密着させて被覆するよう

にモールドすることが格別困難性を要しないことは明らかである。

なお，原告が主張する防塵性，耐塵性の効果も，成形固定が射出成形により行わ

れていることに基づくものであり，当業者が予測できるものにすぎない。

(3) 相違点３についての判断

ア 工事用防水型ソケットと装飾用ソケットとの技術上の共通性について

工事用防水型ソケットとクリスマスツリー用等の装飾用ソケットとの間に技術面

での明確な区別はなく，また，原告主張の本件発明の効果は，成形固定が射出成形

により行われていることを根拠とするものであり，当業者が予測できるものにすぎ
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ない。

イ 周知技術１及び２の技術分野について

周知技術１及び２は，いずれも電気部品の樹脂成形固定技術に関する発明であっ

て，当然に強度や防水性が考慮される点で電灯用ソケットに関する引用発明と共通

するものであり，引用発明への適用が容易であることは明らかである。

第４ 当裁判所の判断

１ 取消事由１（一致点の判断の誤り）について

(1) 引用発明の内容

ア 引用例の記載

引用例には，以下の記載がある。

(ア) 本発明の目的の１つは，容易かつ安価に製造でき，ぐらぐらした部品や露

出した電気接続部分のない，この種の改良されたソケット又は鞘を提供することで

ある。

(イ) 加えて本発明の目的は，そのようなランプのソケット又は鞘を簡単かつ効

率的にし，安全で，装飾的で，信頼して使用でき，しかも経済的に製造可能なこの

種の極めてシンプルなソケットを提供することにある。

(ウ) これらや他の目的の達成のための独創的な特徴は，小型の電球ソケットな

いし鞘に関連するものとして開示されるものであって，内部の導電性を有する螺子

が形成された金属製の環，内部端にあって，好ましくは環のフランジに完全に接合

するように突き刺す刺通端子を構成する内部のフランジ及び細い導線を構成する部

材である。環のフランジに固定された絶縁円板は，その中央に前記環との接触の範

囲内及び外にある接触頭部を有する金属製のリベットを貫通させており，刺通端子

は，リベットの他端に導電的に固定されている。

絶縁された１対の導電ケーブルには，前記刺通端子がそれぞれ導電的に貫通し，

前記円板及び環に近接した前記ケーブルの外側の絶縁された壁の周りに曲げられた

導線が通されている。
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(エ) 私の改良された電球用の鞘は，拡径した開口縁部を有し，電球の螺子が形

成された端部を受けるようにされた，内面に螺子が形成された環を含む。環の内端

における環部材は，内方に曲がってフランジを構成し（図４），そして，切断され

曲げられることにより，フランジの端に接合し，水平に対してほぼ垂直にフランジ

から離れて延びる，下向きの細い刺通端子を構成する。絶縁体からなる円板は，近

接する内側に押された環の部分が，所定箇所に円板を保持するための台座を構成す

ることにより，前記フランジ上において環の中に固定される。円板の中央開口部に

おける金属製のリベットは，環の内側に，ランプ接触当接頭部と，リベットの他端

におけるリベットのフランジを備える。その下側には，前記リベットを受け入れ，

かつ前記絶縁円板に平坦に接触するリベットのフランジにより保持された，孔のあ

いた端部を有する接触片が当接し，前記片は前記円板からほぼ垂直に延びる接触刺

通端子を構成する。

一対の絶縁された導電ケーブルは，前記円板付近において鞘と交差するように配

される。前記各刺通端子（図７）は，それぞれこれらのケーブルの絶縁体及びケー

ブルより線を完全に貫通する。刺通端子の端部はケーブルを突き刺すため３０の位

置で鋭利になっており，ケーブルと刺通端子をともに保持するために２９の位置で

絶縁体の周囲に沿って曲げられる。ケーブルは前記円板付近に間隔を置いて位置し，

フランジはほぼ円板の直径と平行である。前記環のための鞘は，ベークライト等の

モールドされた絶縁樹脂材料からなるもので，環，刺通端子及びケーブルの絶縁体

の近接部分の周りにモールドされており，前記拡径した端における３４で円錐形に

広がった円筒体を構成し，その中間部において取付具を受けるための螺子山を備え

ている。

イ 引用発明における環，フランジ及び刺通端子の構造

引用例における上記アの各記載及び図１～７によれば，引用例には，ランプのソ

ケットについて，電球の螺子が形成された端部を受けるようにされた内面に導電性

を有する螺子が形成された「金属製の環」と，環の内端における環部材であって内



18

方に曲がって構成された「フランジ」と，切断され曲げられることによりフランジ

の端に接合し，フランジに対してほぼ垂直方向にフランジから離れて延びる下向き

の細い「刺通端子」とにより構成されることが開示されている。

そして，刺通端子が，絶縁された導電ケーブルの絶縁体及びケーブルより線を貫

通することによって，導電ケーブル内のケーブルより線と金属製の環とが（フラン

ジ及び刺通端子を介して）導電的に接続される構造を有しているものであるから，

金属製の環，フランジ及び刺通端子は，全体として，電気的に連結した一体の導電

部材を形成してなるものと認めることができる。

ウ 小括

したがって，本件審決が，電気的に連結した一体の導電部材（環，フランジ及び

刺通端子）を，本件発明の「金属製のソケット本体」に相当することを前提に，一

致点として，「電球の口金と係合する金属製のソケット本体に絶縁ケーブルの電線

を接続する」と認定したことに，誤りは認められない。

この点について，原告は，①引用発明の各部材（環，フランジ及び刺通端子）は，

シェル（鞘）で覆われることにより，ぐらぐらした部品でなくなるから，一体の導

電部材とはいえない，②引用発明と本件発明とにおける接続態様は異なる，③装飾

電球用のソケットと工事電球用のソケットとでは，用いられる電球の電圧が異なる

などと主張する。

しかしながら，特許請求の範囲の記載からすると，本件発明における「金属製ソ

ケット本体」は，「絶縁ケーブルの電線を接続」していれば足り，引用発明のよう

に，「一体的に隙間なく密着して被覆して外装体を形成」することでぐらぐらしな

くなるような金属製のソケット本体を排除していないから，引用発明が，シェル

（鞘）に覆われることでぐらぐらしなくなるような一体の導電部材で構成されてい

ることをもって，本件発明の「金属製のソケット本体」に相当しないということは

できない。

また，先に指摘したとおり，引用発明の接続状態は，接続箇所が導電ケーブル内
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ではあるが，刺通端子（本件発明の金属製のソケット本体の一部に相当）に，導電

ケーブルのケーブルより線（本件発明の絶縁ケーブルの電線に相当）を接続するも

のであって，本件発明の接続状態と同様である。

さらに，本件発明と引用発明とが前提とする電球に通常用いられる電圧が異なる

としても，本件発明と引用発明の導電部材の構造やその接続形態が異なるものでは

ないことは，先に指摘したとおりである。原告の主張は採用できない。

２ 取消事由２（進歩性についての判断の誤り）について

(1) 相違点１についての判断の誤りについて

ア 本件明細書の記載

(ア) 本件明細書の【産業上の利用分野】（【０００１】），【従来の技術】

（【０００２】），【発明が解決しようとする課題】（【０００５】，【０００

６】，【０００７】），【作用】（【０００９】）の記載によると，本件発明は，

工事用防水型ソケットの製造方法に係り，特に乱暴に取扱われても破損するおそれ

がなく，最も重要な防水性を確実に維持できるとともに，製造に際しても容易で，

製造効率良く大量生産することが可能な工事用防水型ソケットの製造方法に関する

発明で（【０００１】），従来，金属製のソケット本体に，本線ケーブルより分岐

した単芯の防水絶縁ケーブルの電線をハンダ付けし，このハンダ付け個所にアスフ

ァルトを塗着することで絶縁防水処理し，この上にベークライトにて合成樹脂外装

体を形成し，その上から更に可撓性を有するゴム等の絶縁材からなる防水カバーに

よって被覆していた（【０００２】）が，使用する電球の熱による防水カバー等の

劣化，乱暴に取扱われた場合に生ずる防水カバーや合成樹脂外装体の破損及び両者

の間に隙間が生じたり，断線や雨水浸入による漏電の危険性があるのみならず，製

造工程も多大な手間と時間とコストを要するものであったことから，電球の熱で劣

化することなく，乱暴に取扱われても破損等するおそれがなく，防水性を確実に維

持することができるとともに，容易に製造することができる工事用防水型ソケット

を提供することを目的として（【０００５】，【０００６】，【０００７】），電
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球の口金と係合する金属製のソケット本体に絶縁ケーブルの電線を接続するととも

に，ソケット本体外周と絶縁ケーブルを耐熱合成樹脂材にて射出成形により一体的

に隙間なく密着して被覆して外装体を形成し，ソケット本体と電線の接続個所を耐

熱合成樹脂材にて成形固定したことで，上記課題を解決することができる（【００

０９】）というものである。

(イ) また，本件明細書の【実施例】（【００１０】，【００１２】，【００１

３】，図１）には，ソケット本体に接続された電線及び防水絶縁ケーブルを一体的

に被覆して成形されてなる，耐熱性，耐食性，耐久性に優れた合成樹脂外装体とし

て，絶縁性を有するＦＲＰ（繊維強化プラスチック）等が例示され，具体的製造方

法として，まずソケット本体に防水絶縁ケーブルの電線をスポット溶接若しくはハ

ンダ付けをし，この電線付きソケット本体を所定の成形金型内にセットして，金型

に溶融合成樹脂材を注入し，固化後に取り出すことが示されている。

さらに，本件発明の，【発明の効果】（【００１４】）としては，電球の口金と

係合する金属製のソケット本体に絶縁ケーブルの電線を接続するとともに，ソケッ

ト本体外周と絶縁ケーブルを耐熱合成樹脂材にて射出成形により一体的に隙間なく

密着して被覆して外装体を形成し，ソケット本体と電線の接続個所を耐熱合成樹脂

材にて成形固定したことで，使用する電球の熱によって工事用防水型ソケットが劣

化することなく，また，乱暴に取扱われても，外装体がソケット本体と分離したり，

電線の接続部分が切断したりするという破損のおそれがなく，かつ，雨水等が浸入

するおそれの全くない優れた防水性を維持できるとともに，製造効率も良く，大量

生産が可能となるものと記載されている。

イ ベークライトについて

ベークライトは，明治４２年（１９０９年）に発表された最古のプラスチックで，

耐熱性合成樹脂（甲２）であり，耐熱性，難燃性を有する熱硬化性プラスチックで

ある（甲８）。

したがって，本件特許の出願時において，ベークライトが耐熱性を有する熱硬化
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性樹脂であることについては，周知であったと認められる。

ウ 本件発明における「耐熱合成樹脂材」とベークライトについて

本件発明は，「耐熱合成樹脂材」にて「外装体」を射出成形することにより，電

球の熱によって工事用防水型ソケットが劣化しないようにすることを目的としたも

のということができるが，本件明細書の記載及び特許請求の範囲のいずれにおいて

も，「耐熱合成樹脂材」の「耐熱」の意味する内容は明確ではない。

そして，引用発明の「ベークライト」は，引用例においても，絶縁樹脂材料と説

明されている，耐熱性を有する合成樹脂材であるから，本件発明における「耐熱」

の意味内容が明確でない以上，「耐熱」という語に格別の意義を認めることができ

ず，本件発明の「耐熱合成樹脂材」と引用発明の「ベークライト」あるいは「ベー

クライト等の絶縁樹脂材料」という合成樹脂材との間には，相違点が認められない。

仮に，本件発明の「耐熱合成樹脂材」における「耐熱」の意味について，本件明

細書の発明の効果に関する記載等にかんがみ，使用する電球の熱による劣化が防止

できる程度の耐熱性を有するという内容として理解するとしても，先に指摘したと

おり，ベークライトは「耐熱合成樹脂」として周知であるから，引用発明の「ベー

クライト等の絶縁樹脂材料」は，本件発明と同じ「耐熱合成樹脂材」を包含するも

のであり，引用発明の方法により製造されるソケットは，本件発明の方法により製

造されるソケットと同程度の耐熱性を有していると認めることができる。

エ 小括

したがって，相違点１について，「耐熱合成樹脂材」と「ベークライト」との間

には，実質的な相違点が認められない以上，「引用発明の『ベークライト等の絶縁

樹脂材料』を耐熱性樹脂材料とすることは，当業者が設計上適宜なし得たこととい

わざるを得ない」とした本件審決の判断は，その結論に影響を及ぼさない。

(2) 相違点２についての判断

ア 本件明細書の記載

相違点１について先に指摘したとおり，本件明細書の記載によると，本件発明は，
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「ソケット本体外周と絶縁ケーブルを耐熱合成樹脂材にて射出成形により一体的に

隙間なく密着して被覆して外装体を形成し，ソケット本体と電線の接続個所を耐熱

合成樹脂材にて成形固定」する構成を有することにより，工事現場において，乱暴

な取扱いをしても，外装体がソケット本体と分離したり，電線の接続部分が切断し

たりするといった破損のおそれがなく，優れた防水性を維持する工事用防水型ソケ

ットを効率よく大量生産できるという課題を解決するものである。

すなわち，本件発明は，「一体的に隙間なく密着して被覆して外装体を形成し，

ソケット本体と電線の接続個所を…成形固定」することにより，上記課題を解決し，

さらに，「射出成形により…成形固定」することにより，「効率よく大量生産でき

る」製造方法を実現するものである。

イ 引用例における「in firm dielectric assembly」について

この点は，その意義（英文の和訳）をめぐって当事者間に争いがあるが，引用例

の図２には，絶縁樹脂材料からなる鞘が，金属製の環，フランジ及び刺通端子の外

周と導電ケーブルを隙間なく密着して被覆してなる構成及び（ソケット本体の一部

である）刺通端子とケーブルより線の接続個所（導電ケーブル内の絶縁体の内側）

を，絶縁樹脂材料にて，直接ではないが絶縁体を介して間接的に成形固定（mold）

する構成が示されており，引用発明においても，耐熱合成樹脂材において，「隙間

なく密着して被覆」され，「接続個所を…成形固定」する構成が開示されているも

のといえる。

また，本件発明は，「一体的に」隙間なく密着して被覆するものであるが，これ

は，耐熱合成樹脂材により，ソケット本体外周と絶縁ケーブルとが不可分に同一体

を形成している状態を有しているものと解し得るところ（本件明細書【実施例】

【００１３】図１ないし図３），引用発明には，金属製の環，フランジ及び刺通端

子の外周と導電ケーブルとが絶縁樹脂材料である鞘によってモールドされて不可分

に同一体を形成している構成が開示されているから，引用発明も本件発明と同様，

「一体的に」隙間なく密着して被覆する構造を有するものというべきである。
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そして，引用発明は，当該構造を有していることからすると，本件発明が解決し

ようとする課題（機械的強度及び防水性等の向上並びに製造過程の効率化等）を解

決し得るものであることは明らかである。

したがって，引用発明には，ソケット本体（金属製の環，フランジ及び刺通端

子）外周と絶縁ケーブル（導電ケーブル）を合成樹脂材にて一体的に隙間なく密着

して被覆して外装体（鞘）を形成し，ソケット本体と電線（ケーブルより線）の接

続個所を合成樹脂材にて成形固定（mold）した構成が開示されているものと認めら

れるから，本件審決が前提とした引用例における「in firm dielectric 

assembly」の意義（和訳）が誤りであることに基づく原告主張は，採用することが

できない。

ウ 射出成形により一体的に隙間なく密着して被覆して…耐熱合成樹脂材にて成

形固定する点について

(ア) 上記(1)イのとおり，ベークライトは，耐熱性合成樹脂であり，耐熱性，

難燃性を有する熱硬化性プラスチックである。

また，株式会社松田製作所は，昭和３２年（１９５７年），熱硬化性樹脂射出成

形機を開発している（甲９）。

したがって，本件特許の出願時において，ベークライトを含む熱硬化性樹脂を用

いて射出成形により熱硬化性樹脂成形物を得ることは，周知技術であったといわな

ければならない。

(イ) 引用発明は，「環，フランジ，刺通端子及び導電ケーブルの絶縁体の近接

部分の周りに，ベークライト等の絶縁樹脂材料をモールドして，鞘とする（「A

shell 33 for said ferrule comprises molded insulating plastic material, 

such as Bakelite or the like, molded around the ferrule, prongs and 

adjacent portion of the insulation of the cables, … 」）ものであるところ，

「mold」とは，「かたどる, 鋳る, 型に入れて造る, 成形[鋳造]する; 〈液体･展

性のある物質〉に形を与える。」（リーダーズ英和辞典）を意味するから，引用発
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明の鞘は，ベークライト等の絶縁樹脂材料すなわち熱硬化性樹脂材料を「成形し

て」得られるものということができる。

そして，上記(ア)のとおり，熱硬化性樹脂を射出成形して熱硬化性樹脂成形物を

得ることは，本件特許の出願時において周知であるから，引用発明において熱硬化

性樹脂材により鞘を成形するに当たり，その成形方法として射出成形を用いること

は当業者であれば容易に想到し得るものと認められる。

エ 小括

したがって，本件発明の，「ソケット本体外周と絶縁ケーブルを」，「合成樹脂

材にて射出成形により一体的に隙間なく密着して被覆して外装体を形成し，ソケッ

ト本体と電線の接続個所を」，「合成樹脂材にて成形固定」するという構成は，引

用発明に周知技術を組み合わせることにより，容易に想到し得るものと認められる。

この点について，本件審決は，周知例２において，射出成形を用いることが開示

されていることを前提に，引用発明において射出成形を適用するのは想到容易であ

るとするようであるが，周知技術２において射出成形される樹脂は，「溶融絶縁性

合成樹脂」であって，「冷却，硬化」後に脱型するものであるから（周知例２の２

頁右下「構成」欄），熱硬化性樹脂ではない。そうすると，引用発明に周知技術２

を組み合わせることが，その素材の違いにもかかわらず，直ちに容易であるとする

ことは困難である。

しかしながら，射出成形を用いることにより，製品製造時の効率化を図るという

ことは，周知の課題解決手段であったのであるから（周知例２の２頁上段「発明が

解決しようとする問題点」及び「問題点を解決するための手段」欄），周知例２に

接した当業者が，引用発明において，絶縁樹脂材料をモールド（成形）する際，前

記合成樹脂の素材の違いにもかかわらず，射出成形それ自体を適用するのは想到容

易と認められること，先に指摘したとおり，相違点２については，引用発明に周知

技術を適用すれば，当業者にとって容易想到であることなどを考慮すると，本件審

決の前記判断を是認し得ないものではない。
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オ 原告の主張について

(ア) 原告は，引用発明の導電部材はぐらぐらした取り付け態様であると主張す

る。

しかしながら，引用発明の導電部材は，成形後，ぐらぐらした状態ではなくなる

ものであるところ，本件発明も，先に指摘したとおり，「金属製のソケット本体に

絶縁ケーブルの電線を接続する」構成であればよく，ソケット本体が刺通端子を有

し，かつ，刺通端子を絶縁ケーブルの電線を貫通させて両者を接続する構成を排除

するものではないから，射出成形前におけるぐらぐらした取り付け態様を排除する

ものではない。

現に，本件発明の実施例においても，射出成形前の状態，すなわち，ソケット本

体に防水絶縁ケーブルの電線がスポット溶接若しくはハンダ付けした段階において

は，引用発明と同様に，ぐらぐらした状態であるともいえるものであり，成形後，

そのぐらぐらした状態がなくなることも，引用発明と同様である。

(イ) 原告は，周知例２のコネクタは，工事用防水型ソケットのような強度性，

防水性，防塵性を必要としない電気製品であり，本件発明とは全く異なる分野の電

気製品であるなどと主張する。

しかしながら，本件審決は，周知例２に開示された技術を引用発明に組み合わせ

て進歩性を否定しているわけではなく，周知技術２を周知技術の一例として挙げて

いるにすぎない。また，先に指摘したとおり，相違点２に係る構成は，周知例２の

記載内容のいかんにかかわらず，引用発明に周知技術を適用することによって容易

想到である。

(ウ) 原告は，本件特許の出願時に射出成形技術が公知であったとしても，熱硬

化性樹脂の射出成形を工事用防水型ソケットの製造に用いることはなかったなどと

主張する。

しかしながら，引用発明における成形方法（モールド）として，本件特許の出願

時において，圧縮成形以外の成形方法の適用を阻害する要因は見当たらないし，引
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用発明の特許公報が頒布された当時の技術常識が圧縮成形であったとしても，その

ことを理由に，本件発明の進歩性が認められるものではない。

(エ) 原告は，本件発明と引用発明とが前提とする電球の用途の違いやそれに伴

う防水性，防塵性の程度の違いを強調するが，引用発明の上記構成からすると，引

用発明にも，本件発明と同様の防水性等を有しているものということができるし，

そもそも，原告主張の効果が，本件発明のいかなる構成によるものか自体，原告の

主張からも不明である。

(オ) 以上からすると，原告の主張はいずれも採用できない。

(3) 相違点３についての判断

ア 本件明細書の記載について

本件発明の特許請求の範囲においては，本件発明の方法により製造されるソケッ

トが，「工事用防水型」としての用途を特徴づける構成を有することについて，具

体的に特定されているものではない。

イ 防水性を有する工事用ソケットについて

実願平２－１５５３２号（実開平３－１０６６８７号）のマイクロフィルム（甲

７）には，「雨水に曝されることの多い道路工事や建築工事等の作業現場または屋

外催事場，あるいは多量の水を扱う工場や施設等，その電灯照明に防水対策を必要

とする場所は多い。」，「従来の防水性のソケット」などの記載があり，実願昭６

０－５４４２８号（実開昭６１－１７１１２８号）のマイクロフィルム（甲１７）

には，工事用電灯のソケットの分岐線構造に関してではあるが，「…衝撃性，耐久

性にも劣り破損したり断線するおそれも多々あり又ソケットあるいはコネクター及

び本線に対する接続不安定の原因となるとともに，ソケットあるいはコネクターと

の接続部にあっては何らの防水加工も施されていないことから，雨水等の浸入によ

る腐食あるいは漏電の原因ともなっていた。…本考案によれば…耐久性に富みかつ

衝撃にも強く破損あるいは断線するおそれは全くなく，…雨水の浸入による腐食あ

るいは漏電のおそれも全くないものであり」などの記載があることから，本件特許
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の出願時において，防水性を有する工事用ソケット，すなわち工事用防水型ソケッ

トは周知であったといわなければならない。

ウ 小括

以上からすると，引用発明の方法により製造されるソケットにおいて，その用途

を工事用防水型ソケットとすることは，当業者であれば容易に想到し得るものとい

うことができる。

エ 原告主張について

(ア) 原告は，引用発明のようなクリスマスツリー用電球のソケットと，本件発

明のような工事用防水型ソケットとは，防水性において求められる程度が異なるか

ら，引用発明を工事用防水型ソケットに適用することは困難であると主張する。

しかしながら，先に指摘したとおり，本件発明は，その方法により製造されるソ

ケットが「工事用防水型」の用途であることを特徴づける特定事項を何ら有してい

ないのであるから，原告の主張は採用できない。

(イ) 原告は，本件審決が，引用発明について「電気接続部分を含めて機械的強

度を向上するものといえる」とした点は誤りであると主張するが，先に指摘したと

おり，原告が指摘する和訳の適否にかかわらず，引用発明は機械的強度の向上とい

う解決課題については本件発明と同様に解決できるといえるのであるから，原告の

主張は採用できない。

３ 結論

以上の次第であるから，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，原告の請

求は棄却されるべきものである。

知的財産高等裁判所第４部

                  裁判長裁判官     滝   澤   孝   臣
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                        裁判官     本   多   知   成

                        裁判官     荒   井   章   光


